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       ■ 厚労省人事労務マガジン／特集第 88号 ■ 

======================================================================== 

 

【今号の内容】 

●ご存じですか？「被災者雇用開発助成金」 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

       ご存じですか？「被災者雇用開発助成金」 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 震災から２年が経ち、被災地の雇用状況は改善の兆しが見えてきましたが、ま 

だ十分とは言えません。 

 厚生労働省では、震災により離職を余儀なくされた人（被災離職者）や被災地 

域に住み、仕事を探している人（被災地求職者）を雇い入れた事業主に、助成金 

を支給しています（平成 25年１月現在で約４万４千人の雇用を支援）。 

 被災離職者や被災地求職者の雇用促進へのご理解と助成金のご活用をお願いい 

たします。 

 

【助成対象となる事業主】 

 東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワークなどの紹介に 

より、雇用保険の「一般被保険者」（継続して１年以上の雇用が見込まれる労働 

者）として雇い入れる事業主 

 

【雇入れの対象となる労働者】 

○被災離職者（全ての条件に該当すること） 

（1）震災発生時に被災地域(災害救助法が適用された市町村。東京都を除く)で 

   就業していた 

（2）震災により離職を余儀なくされた 

（3）震災後に離職し、その後、安定した職業に就いていない 

 

○被災地求職者（全ての条件に該当すること） 

（1）被災地域に居住している 

   (震災により被災地域外に住所・居所を変更した人を含む。震災後に被災地 

   域に居住した人は除く) 

（2）震災後、安定した職業に就いていない 



 (3) 震災発生日から平成 24年９月 30日までに、ハローワークなどで求職活動を 

   行っている 

  （震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備 

   区域に居住していた人は除く） 

 

【支給額、助成対象期間】 

 労働者に支払う賃金の一部として、以下の金額を助成対象期(６カ月)ごとに支 

給します。助成対象期間は１年です。 

 

 ・大企業   50 万円［短時間労働者(※）を雇い入れた場合は 30万円］ 

 ・中小企業  90 万円［短時間労働者(※）を雇い入れた場合は 60万円］ 

 

 ※短時間労働者：一週間の所定労働時間が 20時間以上 30時間未満の労働者 

 

 この助成金には、このほかにも要件があります。詳しくは最寄りのハロ－ワー 

ク、都道府県労働局(職業安定部)にお問い合わせください。 

 

【助成金の概要】 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top120517.pdf  

 

【都道府県労働局、ハローワーク 一覧】 

http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html  

 

 

======================================================================== 

★配信停止の手続き  https://krs.bz/roumu/m?f=8  

★バックナンバー   http://merumaga.mhlw.go.jp/backnumber/index.html  

★登録に関するお問い合わせ  https://krs.bz/roumu/m?f=11  

★メルマガの内容に関するお問い合わせ（厚労省ホームページ「国民の皆様の声」 

 へリンク）  https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html  

★編集：厚生労働省 

 

●当メールマガジンは外部の電子メール配信サービスを利用して行っています。 

●登録していないにも関わらず本メールが配信された場合は、他の人が間違えて登 

 録した可能性がありますので、配信停止の手続きをお願いします。 

●当メールマガジンの送信元アドレスは送信専用となっています。 



●携帯メールなどには対応しておりません。 

●可能であれば等幅フォントにてご覧ください。 

●当メールマガジンの内容の全部または一部については、私的使用または引用など 

 著作権法上認められた行為として、出所を明示することにより、引用、転載、 

 複製を行うことができます。 
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